
〇北九州市要保護児童対策地域協議会（体系図） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北九州市要保護児童対策地域協議会（三層構造） 

 

 

 

 

＜構成委員＞ 

市の関係機関代表者 

 

＜開催回数＞ 

年２回開催 

 

＜協議内容＞ 

・児童虐待防止事業の

推進 

・各機関における取組

の報告や情報交換 

・各区実務者会議の報

告 

・関係機関連携等問題

点の解決案の検討 

        等 

 

 

調整機関 

子ども家庭局 

子ども総合センター 

 

 

 

 

＜構成委員＞ 

区の関係機関実務者 

 

＜開催回数＞ 

年数回開催 

 

＜協議内容＞ 

・援助ケースの総合的

な把握と援助内容の

見直し 

・情報交換・情報提供 

・要保護児童等の実態

把握と対策 

・啓発 

         等 

 

 

 

 

＜参加者＞ 

当該ケース関係機関 

 

＜開催回数＞ 

適宜開催 

 

＜協議内容＞ 

・個別ケースに関す

る状況把握や問題

点の共有 

・適切な援助に向け

ての役割決定 

・介入方法、実際の

援助の方法 

・養育支援訪問事業

等利用の検討 

・ケースの進行管理

確認 
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代表者会議 
要保護児童対策 

実務者会議 

個別ケース   

検討会議 


